
１　調査の概要
　(1)  当該調査は，法令等に基づき，各市町村に照会した結果を取りまとめたものである。
　　
　(2)  調査対象は，平成30年４月１日から平成31年３月31日までの期間内に虐待の事実確認を
　　行った件数等である。

２　調査結果の概要
　(1)  養護者による高齢者虐待の状況

（ 単 位 ： 件 ）

平成30年度(A) 平成29年度(B) 増減(A-B)

233
(229)

237
(229)

-4
(0)

介護支援専門員 89 68 21

警察 32 35 -3

家族・親族 26 38 -12

医療機関従事者 22 9 13

民生委員 20 14 6

介護保険事業所職員 15 21 -6

被虐待者本人 14 18 -4

市町村行政職員 11 15 -4

近隣住民・知人 8 10 -2

虐待者自身 5 5 0

その他 18 5 13

不明（匿名を含む） 0 1 -1

計 260 239 21

訪問 162 142 20

関係者からの情報収集 45 88 -43

対応を検討中 15 1 14

調査不要と判断 7 3 4

立入調査 4 3 1

計 233 237 -4

令和元年10月９日公表
鹿児島県

平成30年度  高齢者虐待対応状況調査結果について

区分 比　　　　　　　　　　率　（平成30年度）

1
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・
通
報
の
状
況

相談・通報対応件数（件）
(30年度中に通報等を受理した事例）

相
談
・
通
報
者
（

件
）

事
実
確
認
の
状
況
（

件
）

訪問

69.5%

関係者か

らの情報

収集
19.3%

対応を

検討中

6.4%

調査不要

と判断

3.0%

立入調査

1.7%

介護支援

専門員

34.2%

警察

12.3%
家族・親族

10.0%医療機関

従事者

8.5%

民生委員

7.7%

介護保

険事業

所職員

5.8%

被虐待者

本人

5.4%

市町村行

政職員

4.2%

近隣住民・

知人

3.1%

虐待者自

身

1.9%

その他

6.9%

不明（匿名

を含む）

0.0%

29年度中に通報等を受理し，事実確認調査が30年度となった4件を含む。

30年度中に通報等を受理した229件の内訳で，重複あり。

29年度中に通報等を受理し，事実確認調査が30年度となった4件を含む。
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平成30年度(A) 平成29年度(B) 増減(A-B)

109 122 -13

男 30 25 5

女 82 99 -17

不明 0 0 0

計 112 124 -12

身体的虐待 87 73 14

心理的虐待 55 53 2

経済的虐待 28 43 -15

介護放棄等 13 23 -10

性的虐待 0 0 0

計 183 192 -9

６５－６９歳 7 14 -7

７０－７４歳 16 16 0

７５－７９歳 27 24 3

８０－８４歳 23 29 -6

８５－８９歳 24 23 1

９０歳以上 15 18 -3

不明 0 0 0

計 112 124 -12

認定済み 79 86 -7

未申請 29 33 -4

申請中 3 3 0

認定非該当（自立） 1 2 -1

不明 0 0 0

計 112 124 -12

要支援１ 5 3 2

要支援２ 12 8 4

要介護１ 17 25 -8

要介護２ 17 12 5

要介護３ 9 16 -7

要介護４ 13 18 -5

要介護５ 6 4 2

不明 0 0 0

計 79 86 -7

3
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被
虐
待
者
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(
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者
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介
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険
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請

(

人

)

介
護
保
険
認
定
済
者
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要
介
護
度

(

人

)

区分 比　　　　　　　　　　率　（平成30年度）

2
　
虐
待
の
内
容

１のうち虐待と判断した件数(件)

被
虐
待
者
の

性
別

(

人

)

 
虐
待
の
類
型
（

件
）

６５－６９

歳

6.3%

７０－７４

歳

14.3%

７５－７９

歳

24.1%

８０－８４

歳

20.5%

８５－８９

歳

21.4%

９０歳以上

13.4%

認定済み

70.5%

未申請

25.9%

申請中

2.7%
認定非該

当（自立）

0.9%

要支援１

6.3%

要支援２

15.2%

要介護１

21.5%要介護２

21.5%

要介護３

11.4%

要介護４

16.5%

要介護５

7.6%

不明

0.0%

身体的虐待

47.5%

心理的虐待

30.1%

経済的虐待

15.3%

介護放棄等

7.1%

30年度中に虐待と判断した112人の類型で，重複あり。

男

26.8%

女

73.2%

1件の事例に対し，被虐退者が複数の場合があるため，上記109件と一致しない｡
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平成30年度(A) 平成29年度(B) 増減(A-B)

自立又は認知症なし 8 12 -4

自立度Ⅰ 14 12 2

自立度Ⅱ 29 32 -3

自立度Ⅲ 19 22 -3

自立度Ⅳ 5 4 1

自立度M 0 0 0

認知症はあるが自立度不明 1 1 0

認知症の有無が不明 3 3 0

計 79 86 -7

虐待者とのみ同居 77 71 6

虐待者及び他家族と同居 24 32 -8

虐待者と別居 9 21 -12

その他 2 0 2

不明 0 0 0

計 112 124 -12

未婚の子と同居 40 36 4

夫婦のみ世帯 31 25 6
配偶者と離別・死別等した子
と同居 15 16 -1

子夫婦と同居 6 11 -5

単独世帯 4 11 -7
その他①
（その他の親族と同居） 8 12 -4
その他②
（非親族と同居） 1 2 -1

その他③
（他の選択肢に該当しない場合） 6 11 -5

不明 1 0 1

計 112 124 -12

２０歳未満 1 0 1

２０－２９歳 1 2 -1

３０－３９歳 8 10 -2

４０－４９歳 12 21 -9

５０－５９歳 34 43 -9

６０－６４歳 14 15 -1

６５－６９歳 11 10 1

７０－７４歳 12 9 3

７５－７９歳 6 9 -3

８０－８４歳 8 6 2

８５－８９歳 10 5 5

９０歳以上 2 0 2

不明 4 7 -3

計 123 137 -14

５
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の
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区分 比　　　　　　　　　　率　（平成30年度）
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症
日
常
生
活
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度
（

人

)

４
　
　
世
　
帯
　
の
　
状
　
況

虐
待
者
と
の
同
居
・
別
居

(

人

)

世
　
帯
　
構
　
成

(
人

)

自立又は

認知症なし

10.1%

自立度Ⅰ

17.7%

自立度Ⅱ

36.7%

自立度Ⅲ

24.1%

自立度Ⅳ

6.3%

自立度M
0.0%

認知症は

あるが自

立度不明

1.3%

認知症の

有無が不

明

3.8%

日常生活を送るために何らかの見守りを必要とする方

（自立度Ⅱ～M 計53人（67.1％））

虐待者との

み同居

68.8%

虐待者及

び他家族と

同居

21.4%

虐待者と別

居

8.0%

その他

1.8%
不明

0.0%

未婚の子と

同居

35.7%

夫婦のみ

世帯

27.7%

配偶者と離

別・死別等

した子と同

居

13.4%

子夫婦と同

居

5.4%

単独世帯

3.6%

その他①

（その他の

親族と同

居）

7.1%

その他

②

（非親族

と同居）

0.9%

その他③

（他の選択

肢に該当し

ない場合）

5.4%

不明

0.9%

２０歳未満

0.8% ２０－２９歳

0.8%

３０－３９歳

6.5%

４０－４９歳

9.8%

５０－５９歳

27.6%
６０－

６４歳

11.4%６５－６９歳

8.9%

７０－７４歳

9.8%

７５－７９歳

4.9%

８０－８４歳

6.5%

８５－８９歳

8.1%

９０歳以上

1.6%
不明

3.3%

1人の高齢者に対し，複数で虐待している場合があるため，

被虐待者の人数112人とは一致しない。
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平成30年度(A) 平成29年度(B) 増減(A-B)

息子 46 65 -19

娘 24 18 6

夫 23 18 5

妻 9 5 4

兄弟姉妹 5 8 -3

息子の配偶者（嫁） 4 5 -1

孫 3 3 0

娘の配偶者（婿） 0 5 -5

その他 8 10 -2

不明 1 0 1

計 123 137 -14

虐待者と被虐待者を分離 46 55 -9

虐待者と被虐待者を非分離 43 65 -22

虐待判断時点で既に分離状
態 18 12 6

対応を検討中 0 1 -1

その他 10 1 9

計 117 134 -17

契約による介護保険サービス
の利用 20 15 5

老人福祉法に基づくやむを得ない事
由等による措置 5 6 -1

緊急一時保護 2 3 -1

医療機関への一時入院 8 19 -11
上記以外の住まい・施設等の
利用 3 8 -5
虐待者を高齢者から分離（転
居等） 3 1 2

その他 5 3 2

計 46 55 -9

経過観察（見守り） 15 29 -14

養護者に対する助言・指導 22 26 -4

既に介護保険サービスを受けて
いるが，ケアプランを見直し 10 10 0

被虐待者が新たに介護保険
サービスを利用 3 3 0
被虐待者が介護サービス以
外のサービスを利用 2 3 -1

養護者が介護負担軽減のため
の事業に参加 0 2 -2

その他 8 8 0

計 60 81 -21

成年後見制度利用開始済み 4 3 1

成年後見制度利用手続き中 5 1 4

計 9 4 5

（9人の内数）市町村長申立あり 5 4 1

（　　〃　　　）市町村長申立なし 4 0 4

0 6 -6

区分 比　　　　　　　　　　率　（平成３０年度）

５
　
　
虐
 

待
　
者
　
の
　
状
　
況

虐
　
待
　
者

(

人

)

６
　
　
対
　
応
　
状
　
況

分
離
の
有
無

(

人

)

上
記
の
う
ち
分
離
の
内
訳

(

人

)

上
記
の
う
ち
非
分
離
の
内
訳

(

人

)

成
年
後
見
制
度
の
利
用
状
況

(

人

)

日常生活自立支援事業利用開始
(人)

39.3%

36.8%

15.4%

0.0%
8.5%

成年後見制

度利用開始

済み

44.4%

成年後見制

度利用手続

き中

55.6%

経過観察

（見守り）

25.0%
養護

者に

対する

助言・

指導

36.7%

既に介護

保険サービ

スを受けて

いるが，ケ

アプランを

見直し…

被虐待者

が新たに介

護保険

サービスを

利用

5.0%

被虐待者

が介護

サービス以

外のサービ

スを利用

3.3%

養護者が

介護負担

軽減のため

の事業に

参加

0.0%

その他

13.3%

非分離43人の内訳で、重複あり。

30年度中の対応合計人数117人の利用状況

29年度中に虐待と判断した事例で対応が30年度となった6人を含む。

43.5%

10.9%

4.3%

17.4%

6.5%

6.5%

10.9%

37.4%

19.5%

18.7%

7.3%

4.1%

3.3%

2.4%
0.0% 6.5% 0.8%

1人の高齢者に対し，複数で虐待している場合があるため，

被虐待者の人数112人とは一致しない。
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　(2)  養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況

（ 単 位 ： 件 ）

平成30年度(A) 平成29年度(B) 増減(A-B)

23
(23)

12
(12)

11
(11)

施設・事業所の管理者 6 1 5

家族・親族 4 4 0

当該施設職員 3 0 3

当該施設元職員 2 1 1

介護支援専門員 2 1 1

介護相談員 2 0 2

本人による届出 1 0 1

地域包括支援センター職員 1 1 0

都道府県からの連絡 1 0 1

その他 6 4 2

計 28 12 16

（住宅型）有料老人ホーム 7  -

特別養護老人ホーム 6  -

介護老人保健施設 4  -

認知症対応型共同生活介護 2  -

（介護付き）有料老人ホーム 1  -

養護老人ホーム 1  -

通所介護等 1  -

その他 1  -

計 23 -  -

事実が認められた 9 1 8

事実が認められなかった 12 4 8

判断に至らなかった 1 1 0

事実確認調査を行っていない 1 6 -5

計 23 12 11

区分 比　　　　　　　　　　率　（平成30年度）
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相
談
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通
報
の
状
況

相談・通報対応件数（件）
(30年度中に通報等を受理した事例）
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件
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れ
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・

事
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所
の
サ
ー

ビ
ス
種
別

調
査
項
目
な
し

市
町
村
に
お
け
る

事
実
確
認
調
査
状
況

（住宅型）

有料老人

ホーム
30.4%

特別養護

老人ホー

ム
26.1%

介護老人

保健施設
17.4%

認知症対

応型共同

生活介護
8.7%

（介護付

き）有料老

人ホーム
4.3%

養護老人

ホーム
4.3%

通所介護

等
4.3%

その他
4.3%

施設・事業

所の管理

者
21.4%

家族・親族
14.3%

当該施設

職員
10.7%

当該施設

元職員
7.1%

介護支援

専門員
7.1%

介護相談

員
7.1%

本人による

届出
3.6%

地域包括

支援セン

ター職員
3.6%

都道府県

からの連絡
3.6%

その他
21.4%

29年度中に通報等を受理し，事実確認調査が30年度となっ

た事例はない。

30年度中に通報等を受理した23件の内訳で，重複あり。

事実が認

められた
39%事実が認

められな

かった
52%

判断に至ら

なかった
5%

事実確認

調査を行っ

ていない
4%
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平成30年度(A) 平成29年度(B) 増減(A-B)

9 1 8

男 3 0 3

女 11 1 10

不明 0 0 0

計 14 1 13

身体的虐待 6 1 5

心理的虐待 5 0 5

経済的虐待 0 0 0

介護放棄等 3 0 3

性的虐待 0 0 0

計 14 1 13

６５－６９歳 0 0 0

７０－７４歳 0 0 0

７５－７９歳 1 0 1

８０－８４歳 4 1 3

８５－８９歳 4 0 4

９０歳以上 5 0 5

不明 0 0 0

計 14 1 13

要支援１ 0 0 0

要支援２ 0 0 0

要介護１ 2 0 2

要介護２ 1 0 1

要介護３ 0 0 0

要介護４ 7 1 6

要介護５ 4 0 4

不明 0 0 0

計 14 1 13

自立又は認知症なし 0 0 0

自立度Ⅰ 1 0 1

自立度Ⅱ 4 0 4

自立度Ⅲ 6 1 5

自立度Ⅳ 3 0 3

自立度M 0 0 0

認知症はあるが自立度不明 0 0 0

認知症の有無が不明 0 0 0

計 14 1 13

3
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の
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況

被
虐
待
者
の
年
齢

(

人

)

介
護
保
険
認
定
済
者
の
要
介
護
度

(

人

)

介
護
保
険
認
定
済
者
の
認
知
症
日
常
生
活
自
立
度
（

人

)

区分 比　　　　　　　　　　率　（平成30年度）

2
　
虐
待
の
内
容

１のうち虐待と判断した件数(件)

被
虐
待
者
の

性
別

(

人

)

 
虐
待
の
類
型
（

件
）

７５－７９

歳

7.1%

８０－８４

歳

28.6%

８５－８９

歳

28.6%

９０歳以上

35.7%

要介護１

14.3%

要介護２

7.1%

要介護４

50.0%

要介護５

28.6%

身体的虐待

42.9%

心理的虐待

35.7%

経済的虐待

0.0%

介護放棄等

21.4%

男

21.4%

女

78.6%

1件の事例に対し，被虐退者が複数の場合があるため，上記9件と一致しない｡

自立度Ⅰ

7.1%

自立度Ⅱ

28.6%

自立度Ⅲ

42.9%

自立度Ⅳ

21.4%

日常生活を送るために何らかの見守りを必要とする方

（自立度Ⅱ～M 計13人（92.9％））
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平成30年度(A) 平成29年度(B) 増減(A-B)

３０歳未満 1 0 1

３０～３９歳 3 1 2

４０～４９歳 0 0 0

５０～５９歳 2 0 2

６０歳以上 0 0 0

不明 2 0 2

計 8 1 7

介護職 7 1 6

経営者・開設者 0 0 0

看護職 0 0 0

管理職 0 0 0

施設長 0 0 0

その他 1 0 1

不明 0 0 0

計 8 1 7

特別養護老人ホーム 5 1 4

（住宅型）有料老人ホーム 2 0 2

認知症対応型共同生活介護 1 0 1

通所介護等 1 0 1

計 9 1 8

施設等からの改善計画の提
出 8 1 7

老人福祉法等の規定に基づく
勧告・命令等への対応 1 0 1

その他 0 0 0

計 9 1 8

経営層の倫理観・理念の欠如 3 －

経営層の虐待や身体拘束に
関する知識不足 3 －

経営層の現場の実態の理解
不足 3 －

業務環境変化への対応取組
が不十分 3 －

不安定な経営状態 1 －

その他 1 －

計 14 － －

６
　
虐
　
待
　
発
　
生
　
の
　
要
　
因

運
営
法
人

（

経
営
層
）

の
課
題

調
査
項
目
な
し

区分 比　　　　　　　　　　率　（平成30年度）

４
　
　
虐
 

待
　
者
　
の
　
状
　
況

虐
待
者
の
年
齢

(

人

)

虐
待
者
の
職
名
又
は
職
種

(

人

)

5
　
対
　
応
　
状
　
況

虐
待
が
あ
っ

た
施
設
・

事
業
所
の
サ
ー

ビ
ス
種
別

市

町

村

等

の
対

応

に

対

し

て

施

設

等

に

お

い
て

行

わ

れ

た

措

置

施設等から

の改善計画

の提出

88.9%

老人福祉法

等の規定に

基づく勧告・

命令等へ…

介護職

87%

経営

者・開

設者
0%

その他

13%

不明

0%

特別養護

老人ホーム

55.6%

（住宅型）

有料老人

ホーム
22.2%

認知症対

応型共同

生活介護
11.1%

通所介護

等

11.1%

３０歳未満

12.5%

３０～３９歳

37.5%
５０～５９歳

25.0%

不明

25.0%

経営層の

倫理観・理

念の欠如
21.4%

経営層の

虐待や身

体拘束に

関する知識

不足

21.4%

経営層の

現場の実

態の理解

不足

21.4%

業務環境

変化への

対応取組

が不十分

21.4%

不安定な

経営状態

7.1%

その他

7.1%
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平成30年度(A) 平成29年度(B) 増減(A-B)

職員が相談できる体制が不
十分 5 －

チームケア体制・連携体制が
不十分 4 －

業務負担軽減に向けた取組
が不十分 4 －

職員の指導管理体制が不十
分 4 －

職員同士の関係・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝが取りにくい 4

介護方針の不適切さ 3 －

虐待防止や身体拘束廃止に
向けた取組が不十分 3 －

高齢者へのアセスメントが不
十分 2 －

開かれた施設・事業所運営
がなされていない 2 －

事故や苦情対応の体制が不
十分 1 －

職員研修の機会や体制が不
十分 1 －

その他 0 －

計 33 － －

職員の高齢者介護や認知症ケ
ア等に関する知識・技術不足 8 －

職員のストレス・感情コント
ロール 7 －

職員の虐待や権利擁護，身体拘
束に関する知識・意識の不足 6 －

職員の性格や資質の問題 6 －

待遇への不満 6 －

職員の倫理観・理念の欠如 5 －

職員の業務負担の大きさ 4 －

その他 0 －

計 42 － －

認知症によるBPSD（行動・心
理症状）がある 8 －

介護に手が掛かる，排泄や
呼び出しが頻回 6 －

医療依存度が高い 1 －

意思表示が困難 1 －

職員に暴力・暴言を行う 1 －

他の利用者とのトラブルが多
い 1 －

その他 0 －

計 18 － －

調
査
項
目
な
し

区分 比　　　　　　　　　　率　（平成３０年度）

６
　
虐
　
待
　
発
　
生
　
の
　
要
　
因

組
織
運
営
上
の
課
題

調
査
項
目
な
し

虐
待
を
行
っ

た
職
員
の
課
題

調
査
項
目
な
し

被
虐
待
高
齢
者
の
状
況

職員が相

談できる体

制が不十

分

15.2%

チームケア

体制・連携

体制が不

十分

12.1%

業務負担

軽減に向

けた取組が

不十分

12.1%

職員の指

導管理体

制が不十

分

12.1%

職員同士

の関係・ｺ

ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

が取りにく

い

12.1%

介護方針

の不適切さ

9.1%

虐待防止

や身体拘

束廃止に

向けた取組

が不十分

9.1%

高齢者へ

のアセスメ

ントが不十

分

6.1%

開かれた

施設・事業

所運営が

なされてい

ない

6.1%

事故や

苦情対

応の体

制が不

十分

3.0%

職員研修

の機会や

体制が不

十分

3.0%

職員の高

齢者介護

や認知症

ケア等に関

する知識・

技術不足
19.0%

職員のスト

レス・感情

コントロー

ル

16.7%職員の虐

待や権利

擁護，身体

拘束に関

する知識・

意識の不

足

14.3%

職員の性

格や資質

の問題
14.3%

待遇への

不満

14.3%

職員の倫

理観・理念

の欠如

11.9%

職員の業

務負担の

大きさ

9.5%

認知症によ

るBPSD（
行動・心理

症状）があ

る

44.4%
介護に手

が掛かる，

排泄や呼

び出しが頻

回

33.3%

医療依存

度が高い

5.6%

意思表示

が困難

5.6%

職員に暴

力・暴言を

行う

5.6%

他の利用

者とのトラ

ブルが多い
5.6%
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＜養介護施設従事者等による高齢者虐待における発生事例の概要＞

事 項 ケース１ ケース２

① 被虐待者の状況 女性 90代 要介護４ 女性 90代 要介護４

② 虐待の類型 心理的虐待 心理的虐待

③ 虐待に対して ・施設等に対する指導 ・施設等に対する指導

とった措置 ・改善計画の提出 ・改善計画の提出

④ 虐待を行った施設等 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム

のサービス種別

⑤ 虐待を行った － 介護職員

従事者等の職種

事 項 ケース３ ケース４

① 被虐待者の状況 女性 80代 要介護５ 男性 80代 要介護１

女性 80代 要介護５

女性 90代 要介護４

女性 90代 要介護５

② 虐待の類型 介護・世話の放棄・放任 身体的虐待

身体的虐待

③ 虐待に対して ・施設等に対する指導 ・施設等に対する指導

とった措置 ・改善計画の提出 ・改善計画の提出

・老人福祉法に基づく改善勧告 ・虐待を行った養介護施設

従事者への注意・指導

④ 虐待を行った施設等 （住宅型）有料老人ホーム （住宅型）有料老人ホーム

のサービス種別

⑤ 虐待を行った 施設管理者 介護職員

従事者等の職種

事 項 ケース５ ケース６

① 被虐待者の状況 女性 80代 要介護４ 女性 80代 要介護４

② 虐待の類型 身体的虐待 身体的虐待

③ 虐待に対して ・施設等に対する指導 ・施設等に対する指導

とった措置 ・改善計画の提出 ・改善計画の提出

・虐待を行った養介護施設 ・虐待を行った養介護施設

従事者への注意・指導 従事者への注意・指導

④ 虐待を行った施設等 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム

のサービス種別

⑤ 虐待を行った 介護職員 介護職員

従事者等の職種
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事 項 ケース７ ケース８

① 被虐待者の状況 男性 70代 要介護１ 女性 90代 要介護４

女性 80代 要介護５

女性 80代 要介護４

② 虐待の類型 身体的虐待 心理的虐待

③ 虐待に対して ・施設等に対する指導 ・施設等に対する指導

とった措置 ・改善計画の提出 ・改善計画の提出

・虐待を行った養介護施設 ・虐待を行った養介護施設

従事者への注意・指導 従事者への注意・指導

④ 虐待を行った施設等 通所介護等 特別養護老人ホーム

のサービス種別

⑤ 虐待を行った 理学療法士 介護職員

従事者等の職種

事 項 ケース９

① 被虐待者の状況 男性 90代 要介護２

② 虐待の類型 身体的虐待

③ 虐待に対して ・施設等に対する指導

とった措置 ・改善計画の提出

④ 虐待を行った施設等 認知症対応型共同生活介護

のサービス種別

⑤ 虐待を行った 介護職員

従事者等の職種

（参考）

(1) 市町村は，養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報又は届出を受けたときは，厚

生労働省令で定めるところにより，当該通報等に係る養介護施設従事者等による高齢者

虐待に関する事項を，都道府県に報告しなければならないこととされています。

（高齢者虐待防止法第２２条）

(2) また，都道府県は，毎年度，養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況，養介護施

設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事

項を公表することとされています。（高齢者虐待防止法第２５条）
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平成30年度の養護者による高齢者虐待判断件数10９件の内訳（重複あり）
　（ア）　虐待者側の要因

　　　その他　の理由
・共依存関係 ・本人の性格
・夫婦間の不仲 ・親子間の不仲
・親族間の不仲

　（イ）　被虐待者側の要因

　　　その他　の理由
・精神疾患（統合失調症，知的障害など）
・本人の障害・疾病，ＡＤＬの低下　　　　　　など

　（ウ）　要因が不明であるもの 4 件

養護者による高齢者虐待調査に係る県追加調査結果
（虐待の発生要因）

58

45

25

25

17

31

13

13

0 10 20 30 40 50 60

① 介護疲れ・介護ストレス

② 虐待者の障害・疾病

③ 介護知識や情報不足

④ 人権意識の欠如・不足など

⑤ 飲酒やギャンブル依存などに起因する問題行動

⑥ 経済的困窮

⑦ 家族・親族が被虐待者に対して無理解，無関心

⑧ その他

4

51

25

10

17

0 10 20 30 40 50 60

① 被虐待者の過剰な介護の要求

② 認知症による，周辺症状の悪化など

③ 家族との折り合いの悪さ

④ 経済的利害関係（財産，相続等）

⑤ その他
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